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学校法人日本国際学園寄附行為 
 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、学校法人日本国際学園と称する。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、事務所を茨城県つくば市吾妻三丁目１番地に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、知識の啓発、徳

性の涵養、技術の練磨と建学の精神を具現する高度の知識、技能を教授研究し、もって

わが国文化の高揚発達に貢献する国際性豊かな人材を育成することを目的とする。 

 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 

一 筑波学院大学 経営情報学部 ビジネスデザイン学科 

 

第３章 役員及び理事会 

 

（役員） 

第５条 この法人に、次の役員を置く。 

一 理事 ６人以上８人以内 

二 監事 ２人 

２ 理事のうち１名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を

解任するときも、同様とする。 

３ 理事（理事長を除く。）のうち２人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決によ

り選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。 

 

（理事の選任） 

第６条 理事は、次の各号に掲げる者とする。 

一 学長 

二 評議員のうちから評議員会において選任した者 ２人 

三 学識経験者のうち理事会において選任した者 ３人以上５人以内 

２ 前項第１号及び第２号に規定する理事は、学長又は評議員の職を退いたときは、理事の

職を失うものとする。 
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（監事の選任） 

第７条 監事は、この法人の理事、職員（学長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）、

評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選

出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 

２ 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止するこ

とができる者を選任するものとする。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員（第６条第１項第１号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。）の任

期は、３年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができ

る。 

２ 役員は、再任されることができる。 

３ 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務（理事長

にあっては、その職務含む。）を行う。 

 

（役員の補充） 

第９条 理事又は監事のうち、その定数の５分の１をこえるものが欠けたときは、１月以内

に補充しなければならない。 

 

（役員の解任及び退任） 

第10条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の４分の３以上出席した

理事会において、理事総数の４分の３以上の議決及び評議員会の議決により、これを解

任することができる。 

一 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき 

二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 

三 職務上の義務に著しく違反したとき 

四 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 

２ 役員は次の事由によって退任する。 

一 任期の満了 

二 辞任 

三 死亡 

四 私立学校法第３８条第８項第１号又は第２号に掲げる事由に該当するに至ったとき 

 

（理事長の職務） 

第11条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

 

（常務理事の職務） 

第12条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。  
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（理事の代表権の制限） 

第13条 理事長及び常務理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しな

い。 

 

（理事長職務の代理等） 

第14条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において

定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 

 

（監事の職務） 

第15条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

一 この法人の業務を監査すること 

二  この法人の財産の状況を監査すること 

三  この法人の理事の業務執行の状況を監査すること 

四 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年

度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出

すること 

五 第１号から第３号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は

理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実

があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員

会に報告すること 

六 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の

招集を請求すること 

七 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に

出席して意見を述べること 

２ 前項第６号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理

事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その

請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。 

３ 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為

をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著し

い損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること

ができる。 

 

（理事会） 

第16条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。 

２ 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。  

３ 理事会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は、理事総数の３分の２以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会 

 の招集を請求された場合には、その請求のあった日から７日以内に、これを招集しなけ

ればならない。 

５ 理事会を招集するには、各理事及び監事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議
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に付議すべき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合

はこの限りでない。 

７ 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

８ 理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で

理事会を招集することができる。 

９ 前条第２項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出

席理事の互選によって定める。 

10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事

が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第１３項の規定

による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。  

11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あ

らかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 

12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した

理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが

できない。 

 

（業務の決定の委任） 

第17条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その

他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定

めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。 

 

（議事録） 

第18条 議長は、理事会の開催の場所（当該場所に存しない役員が理事会に出席をした場合

における当該出席を含む。）及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事

録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、出席した理事及び監事が署名（電磁的記録により作成される議事録にあっ

ては、電子署名。以下同じ。）若しくは記名押印し、又は議長並びに出席した理事のう

ちから互選された理事2人以上及び出席した監事が署名し、常にこれを事務所に備えて置

かなければならない。 

３ 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなけれ

ばならない。 

 

（顧問） 

第19条 この法人に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、この法人に特別な功労があった者、又は学識経験者のうちから理事会において選任

する。 

３ 顧問は、この法人の業務について理事長の諮問に答える。 

４ 顧問は、理事会並びに評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わ
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ることはできない。 

 

第４章 評議員会及び評議員 

 

（評議員会） 

第20条 この法人に、評議員会を置く。 

２ 評議員会は、13人以上17人以内の評議員をもって組織する。 

３ 評議員会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議

員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集し

なければならない。 

５ 評議員会を招集するには、各評議員及び監事に対して、会議開催の場所及び日時並びに

会議に付議すべき事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合

は、この限りでない。 

７ 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。  

８ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすること

ができない。ただし、第１２項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この

限りではない。 

９ 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、

あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 

10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に特段の定めがある場合を除くほか、出席し

た評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

11 議長は、評議員として議決に加わることができない。 

12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第21条 第１８条第１項の規定は、評議員会の議事録の作成について準用する。 

２ 議事録には、出席した評議員及び監事が署名若しくは記名押印し、または議長並びに出席し

た評議員のうちから互選された評議員二人以上及び出席した監事が署名し、常にこれを事務所

に備えて置かなければならない。 

 

（諮問事項） 

第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を

聞かなければならない。 

一 予算及び事業計画 

二 事業に関する中期的な計画 

三 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本

財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分  

四 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益 
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及び退職手当をいう。以下同じ。）の支給基準 

五 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

六 寄附行為の変更 

七 合併 

八 目的たる事業の成功の不能による解散 

九 寄附金品の募集に関する事項 

十 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの  

 

（評議員会の意見具申等） 

第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況につい

て、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴するこ

とができる。 

 

（評議員の選任） 

第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。 

一 理事長 

二 学長 

三 この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任

した者 ２人以上４人以内 

四 この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25才以上の者のうちから、理事会にお

いて選任した者 ２人以上３人以内 

五 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 ７人以上11人以内 

２ 前項第１号及び第２号に規定する評議員は、この法人の理事長又は学長の職を退いたと

きは評議員の職を失うものとする。 

３ 第１項第３号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を

失うものとする。 

 

（任期） 

第25条 評議員の任期は３年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間と

することができる。 

２ 評議員は、再任されることができる。 

 

（評議員の解任及び退任） 

第26条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の３分の２以上の議

決により、これを解任することができる。 

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 

二 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 

２ 評議員は次の事由によって退任する。 

一 任期の満了 

二 辞任 
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三 死亡 

 

第５章 資産及び会計 

 

（資産） 

第27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 

 

（資産の区分） 

第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金と

し、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。 

３ 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の

部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。  

４ 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用

財産に編入する。 

 

（基本財産の処分の制限） 

第29条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを

得ない理由があるときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得て、その

一部に限り処分することができる。 

 

（積立金の保管） 

第30条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀

行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保

管する。 

 

（経費の支弁） 

第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動

産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産

をもって支弁する。 

 

（会計） 

第32条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。 

 

（予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画） 

第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会に

おいて出席した理事の３分の２以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を

加えようとするときも、同様とする。 

２ この法人の事業に関する中期的な計画は、５年以上１０年以内において、理事会で定める期

間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の３分の２以上の議決を得なければ
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ならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

 

（予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄） 

第34条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をし

ようとするときは、理事会において出席した理事の３分の２以上の議決がなければなら

ない。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）につい

ても、同様とする。 

 

（決算及び実績の報告） 

第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、監事の意見を求めるもの

とする。 

２ 理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、そ

の意見を求めなければならない。 

 

（財産目録等の備付け及び閲覧） 

第36条 この法人は、毎会計年度終了後２月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事

業報告書及び役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。）

を作成しなければならない。 

２ この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為

を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これ

を閲覧に供しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、

役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせ

ることができる。 

 

（情報の公開） 

第36条の2 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用

により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 

一 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき

  寄附行為の内容 

二 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容 

三 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係る記載

の部分を除く。）を作成したとき これらの書類の内容 

四 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給基準 

 

（役員の報酬） 

第36条の3 役員に対して、別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等とし

て支給することができる。 

 

（資産総額の変更登記） 
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第37条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により会計年度終了後３月以内

に登記しなければならない。 

 

（会計年度） 

第38条 この法人の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終るものとする。 

 

第６章 解散及び合併 

 

（解散） 

第39条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。  

一 理事会における理事総数の３分の２以上の議決及び評議員会の議決  

二 この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理

事の３分の２以上の議決 

三 合併 

四 破産 

五 文部科学大臣の解散命令 

２ 前項第１号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第２号に掲

げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。 

 

（残余財産の帰属者） 

第40条 この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合を除く。）における

残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の３分の２以上の議決に

より選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属

する。 

 

（合併） 

第41条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議

決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

 

第７章 寄附行為の変更 

                                         

（寄附行為の変更） 

第42条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の３分の２

以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

２ 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会に

おいて出席した理事の３分の２以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければなら

ない。 

                                       

  第８章 補則 
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（書類及び帳簿の備付） 

第43条 この法人は、第36条第２項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に

各事務所に備えて置かなければならない。 

一 役員及び評議員の名簿及び履歴書 

二 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類 

三 その他必要な書類及び帳簿 

 

（公告の方法 ） 

第44条 この法人の公告は、学校法人日本国際学園の掲示場に掲示して行う。 

 

（施行細則） 

第45条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校

の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 

 

（責任の免除） 

第45条の2 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する

責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失なく、その原因や職務執行状況などの

事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法

において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により免除するこ

とができる額を限度として理事会の議決によって免除することができる。 

 

（責任限定契約） 

第45条の3 理事（理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員で

ないものに限る。）又は監事（以下この条において「非業務執行理事等」という。）が

任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非

業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金20万円以上

であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と

締結することができる。 

 

附 則 

１ この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成31年8月31日）から施行する。 

２ この法人の設立当初の理事・監事及び評議員は、次のとおりとする。 

  理事（理事長） 橋本 綱夫 

理事      大島 愼子 

  理事      星野 勝利 

  理事      南谷 武人 

  理事      沖吉 和祐 

  理事      橋本 二郎 

  監事      増子 千勝 
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  監事      佐藤 孝夫 

  評議員     橋本 綱夫 

  評議員     大島 愼子 

  評議員     高藤 清美 

  評議員     南谷 武人 

  評議員     大久保 恵美子 

  評議員     染谷 聡子 

  評議員     星野 勝利 

  評議員     篠田 陽一 

  評議員     佐原 成夫 

  評議員     廣江 彰 

  評議員     大越 教夫 

  評議員     高橋 上 

  評議員     毛塚 幹人 

  評議員     寺門 一義 

３ 前項の設立当初の理事・監事及び評議員の任期は、文部科学大臣の認可の日（平成31

年8月31日）から平成32年3月31日までとする。 

 

附 則 

令和2年1月16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。 

 附 則 

この寄附行為は文部科学大臣の認可の日（令和4年8月9日）から施行する。 

 附 則 

令和5年2月3日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和5年4月1日から施行する。  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5(2023)年度 
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Ⅰ.法人の概要 
 １.学校法人基本情報 

   名 称 学校法人日本国際学園 

   所在地 茨城県つくば市吾妻三丁目一番地 

 

 ２.建学の精神 

(1)建学の精神・大学の基本理念 

  筑波学院大学(以下「本学」という。)の前身、東京家政学院筑波短期大学(国際教養

科・情報処理科)は、平成 2(1990)年 4月に開学した。当時の設置母体である学校法人東

京家政学院(以下「学院」という。)は、創立者大江スミ(明治 8(1875)年 9月 7日～昭和

23(1948)年 1月 6 日)が、大正 12(1923)年 2月東京都牛込区市ヶ谷富久町に家政研究所を

開設したことに始まり、令和 5(2023)年に 100周年を迎えた。大正 14(1925)年 2月には東

京家政学院を開学した。創設当時の東京家政学院学則第 1条に学院の目的を次のように規

定している。 

 

  本学院ハ女子二高等ノ学問技芸ヲ授ケ同時二趣味ヲ高メ感情ヲ精錬シテ理想的家庭

生活ノ基準ヲナサシメルヲ以テ目的トス 

 

ここに、学院の建学の精神、教育理念は、「学問・技芸・趣味ヲ高メ感情ヲ精錬(ス

ル)」ことであると謳われている。この「学問」は知識( knowledge)、「趣味ヲ高メ感情ヲ

精錬(スル)」は徳性(Virtue)、「技芸」は技術(Art)に当たる。この頭文字をとり、学院の

建学の精神を「KVA 精神」として掲げ、創立者大江スミの人間観、教育観を表現するもの

として、平成 31(2019)年 4月に設置者が学校法人筑波学院大学(令和 5(2023)4月より学

校法人日本国際学園に名称変更)になった後も大切に受け継ぎ、今日に至っている。 

 

  (2)使命と目的 

    本学の「KVA精神」は、約 100年の社会の激しい変化を経て、今日でも通用するもので

ある。グローバル化の進行、科学技術の高度化、少子高齢化の急激な進行、地球規模での

気候変動や環境悪化が進む現代社会において、より一層重要となる普遍的な理念である。

この理念に基づき、本学では教育の目的を筑波学院大学学則の第 1 条(目的)第 1項で次の

ように定めている。 

 

  筑波学院大学は、教育基本法及び学校教育法の趣旨に則り、知識の啓発、徳性の涵

養、技術の錬磨の建学の精神を具現する高度の知識、技能を教授研究し、もってわが

国文化の高揚発展に貢献するとともに、国際性豊かな人間を育成することを目的とす

る。 

 

更に同条第 2項では、第 1項の目的を敷衍して、本学の使命を次のように定めている。 

 本学が設置する学部及び学科は、情報化とグローバル化が急速かつ複雑に進む現代社

会の発展に貢献するため、知、徳、技のバランスを重視する建学精神のもと広い教養

を身につけたうえで、生活を豊かにする情報のシステム、コンテンツ、メディア及び

経営経済に関する資質、さらに、それらを効果的に活用する能力を修得し、自立でき

る人材の育成を目的とする。 

 

  (3)教学目標「Vision2040～グローカル・ビジネスエリートを育てるために」 

本法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、知識の啓発、徳性の涵



養、技術の錬磨の建学の精神を具現する高度の知識、技能を教授研究し、もってわが国文

化の高揚発達に貢献するとともに、国際性豊かな人間を育成することを目的とする。 

Vision2040で目指す中長期的大学像 

■解なき問いを思考する主体的・対話的で深い学び、国際共通語英語での学びを主軸とす

る「学生ファースト」の教育により、学生を鍛え、高い人間力・コンピテンシーを持った

グローカル・ビジネスエリートを育てる大学 

■社会に貢献する大志を持つ学生が、地域から、全国から、世界から志願する、国際競争

力を有する大学 

■卓越した教育研究リソース(資源)を活かし、地域ニーズに応えた受託事業・研究、共同

研究等を通じて社会の発展に貢献する地域に必要とされる大学 

Vision2040を実現するために、外国人教員比率、留学生比率の高い多文化共生キャンパ

スで学べるグローバルな大学へと着実に前進していく。2020年(令和 2年)国勢調査の結果、

茨城県 0 歳人口が 17,321 人となり、18 歳人口 26,755 人に対し、35%減となった。全国で

少子化が進行する中、首都圏に近く地元残留率の低い茨城県内私立大学は、在り方に大幅

な変容を求められる。筑波学院大学は、北関東・東北エリア、国際、語学系私大 No.1のニ

ッチブランド校を目指し、筑波、仙台のダブルキャンパス体制の確立、ILA(国際教養モデ

ル)の拡充をしていく。同時にニッチトップで 2拠点を持つ大学を運営するに相応しい法人

名称として 2023年度から「学校法人日本国際学園」に変更、さらに仙台キャンパスがスタ

ートする 2024年度からの大学名称「日本国際学園大学」に変更して大学、法人及びグルー

プ全体を次のステップに飛躍させる。 

 

    (4)学校法人日本国際学園「橋本ビジョン 2024-2028」 

〇地域での基盤を確立するフェーズ(中期計画の位置づけ) 

〇中期計画完成時に目指す姿 

・「小さくともきらりと光り輝く大学」 

・強い顧客基盤 

➀高等学校との関係性 

②高校生の本学認知 

③一般選抜の選抜性) 

・差別化された教育サービス 

➀アウトリーチ型で入口から出口までの学生支援 

②多様な学生に対応できる学生支援 

③出口志向の教育 

・競争力ある施設力と財務力 

➀小さくおしゃれな大学 

②多様な学び方への対応 

③財務基盤の強化 
 

 ３.沿革 

年 月 本学の沿革概要 

大正 12(1923)年 2月 家政学の権威・大江スミ、東京市牛込区市ヶ谷富久町に「家政研

究所」を設立 

大正 14(1925)年 2月 東京家政学院を開学、麹町区三番町に新校舎を竣工 

昭和 2(1927)年 7 月 東京家政専門学校を創立 

昭和 14(1939)年 3月 東京家政学院高等女学校を併設(後に新制中学校・新制高等学校

となる。) 

昭和 25(1950)年 4月 東京家政学院短期大学を開学 

昭和 26(1951)年 3月 財団法人を私立学校法に基づく学校法人に改組 



昭和 38(1963)年 4月 東京家政学院大学家政学部家政学科を開学 

平成 2(1990)年 4 月 東京家政学院筑波短期大学 国際教養科、情報処理科を開学 

平成 8(1996)年 4 月 東京家政学院筑波女子大学国際学部を開学 

東京家政学院筑波短期大学を東京家政学院筑波女子大学短期大学

部に名称変更 

平成 17(2005)年 4月 東京家政学院筑波女子大学国際学部を改組、短期大学部情報処理

科を廃止し、筑波学院大学情報コミュニケーション学部(情報メ

ディア学科／国際交流学科) 

平成 22(2010)年 4月 筑波学院大学経営情報学部経営情報学科を設置 

平成 26(2014)年 5月 情報コミュニケーション学部国際交流学科・経営情報専攻科を廃

止 

平成 26(2014)年 11月 情報コミュニケーション学部を廃止 

平成 28(2016)年 4月 経営情報学部経営情報学科を経営情報学部ビジネスデザイン学科

に名称変更 

平成 31(2019)年 4月 設置者(学校法人)が学校法人筑波学院大学に変更 

令和 2(2020)年 4 月 宮城県仙台市にサテライトオフィスを開設 

令和 2(2020)年 11月 筑波学院大学に 21世紀型教育研究所を開設 

令和 5(2023)年 4 月 学校法人日本国際学園に法人名称変更 

令和６(2024)年 4 月 日本国際学園大学に名称変更・開学 

宮城県仙台市に仙台キャンパスを開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ４. 組織(法人・教育・研究・事務組織)           (令和 5年 5月 1日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.設置する学校・学部・学科等 

設置する学校 学部 学科 

筑波学院大学 経営情報学部 ビジネスデザイン学科 

 

 

理事会 

(理事長) 

評議員会 

監事 筑波学院大学 

(学 長) 

経営情報学部 

(学部長) 

ビジネス 

デザイン学科 

21世紀型 

教育研究所 

附属図書館 

大学事務局 

法人事務局 

総務事務局 

学務事務局 

仙台事務局 

監査室 

授業研究会 

ILAセンター 

キャリアセンター 

総務学生部 

教学部 

入試部 



 

 ６.学校・学部・学科等の学生数の状況 

                            (令和 5年 5月 1日現在 単位:人) 

筑波学院大学経営情報学部 

 

入学 

定員 

収容 

定員 

1年 2年 3 年 4年 合計 

ビジネスデザイン学科 200 800 50 

(7) 

57 

(2) 

141 

(45) 

179 

(80) 

427 

(134) 

 

 ７.役員の概要 

                                 (令和 5年 5月 1日現在) 

                         定員数 理事 6人以上 8人以内、監事 2人 

区分 氏名 常勤・非 

常勤の別 

適用 

学 長 望月義人 常 勤 寄附行為第 6条第 1項第 1号理事 学長 

常務理事 南谷武人 常 勤 寄附行為第 6条第 1項第 2号理事 評議員 

理 事 橋本二郎 非常勤 寄附行為第 6条第 1項第 2号理事 評議員 

理事長 橋本綱夫 常 勤 寄附行為第 6条第 1項第 3号理事 学識経験者 

理 事 池田真一 非常勤 寄附行為第 6条第 1項第 3号理事 学識経験者 

理 事 佐藤里紗 非常勤 寄附行為第 6条第 1項第 3号理事 学識経験者 

監 事 増子千勝 非常勤 寄附行為第 7条 監事 

監 事 佐藤孝夫 非常勤 寄附行為第 7条 監事 

※理事・監事の任期は、令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

 

 ８.評議員の概要 

                                 (令和 5年 5月 1日現在) 

                         定員数 評議員 13人以上 17人以内 

氏名 適用 

橋本綱夫 寄附行為第 24条第 1項第 1号評議員 理事長 1人 

望月義人 寄附行為第 24条第 1項第 2号評議員 学長 1人 

高藤清美 寄附行為第 24条第 1項第 3号評議員 この法人の職員で理事会におい

て推薦された者のうちら、評議員会において選任した者 2人以上 4人

以内 
染谷聡子 

飯田真矢 寄附行為第 24条第 1項第 4号評議員 この法人の設置する学校を卒業

した者で 25歳以上の者のうちから、理事会において選任した者 永山真理子 

南谷武人 寄附行為第 24条第 1項第 5号評議員 学識経験者のうちから、理事会

において選任した者 7人以上 11人以内 橋本二郎 

星野勝利 

橘内秀中 

大久保恵美子 

松本玲子 

鷹羽伸一 

※評議員の任期は、令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅳ.理事会・評議員会の開催実績 
  (1)理事会の開催実績 

開催年月日 審議事項 

令和 5年 4月 1日(土) 1.理事長の選任について 

2.常務理事の選任について 

3.理事長代行順位の決定について 

4.学校法人日本国際学園寄附行為の変更について 

5.筑波学院大学学則の変更について 

6.学校法人日本国際学園組織 

7.事務局長人事について 

8.学校法人名称変更に伴う法人規則等名称の変更について 

9.学校法人日本国際学園グループ学園長、グループ常務執行役員

及びグループ経営会議に関する規程について 

令和 5年 5月 25日(木) 【第 1部】 

1.令和 4年度事業報告について 

2.令和 4年度決算について 

【第 2部】 

1.学校法人日本国際学園千葉学園との金銭消費貸借契約について 

2.事務局長人事について 

令和 5年 7月 13日(木) 1.令和 5年度賞与の支給について 

2.物価高に伴う臨時待遇改善の方向性について 

3.事務局長人事について 

令和 5年 9月 14日(木) 【第 1部】 

1.監事候補者について 

【第 2部】 

1.学校法人日本国際学園就業規則の改正について 

2.学校法人日本国際学園給与規則の改正について 

3.学校法人日本国際学園組織規則の改正について 

4.事務局長人事について 

令和 5年 11月 9日(木) 1.令和 5年度冬季賞与の支給について 

2.給与規則細則の制定について 

3.事務局長人事について 

4.令和 6年度予算方針について 

令和 6年 1月 11日(木) 1.日本国際学園大学の学則の変更について 

2.令和 6年度役員賠償保険制度の加入について 

令和 6年 3月 7日(木) 1.第Ⅱ期中期計画の策定について 

2.令和 6年度事業計画について 

3.令和 6年度予算について 

4.理事及び評議員の選任について(第 6条第 1項第 3号学識経験

者、第 24条第 1項第 5号) 

5.特別手当(物価高に伴う臨時待遇改善)支給の継続について 

6.校名変更に伴う規則等の変更について 

 

 

 

 

 



 

 

  (2)評議員会の開催実績 

開催年月日 審議事項 

令和 5年 4月 1日(土) 1.評議員理事の選任について 

2.学校法人日本国際学園寄附行為の変更について 

3.筑波学院大学学則の変更について 

令和 5年 5月 25日(木) 1.令和 4年度事業報告について 

2.令和 4年度決算について 

3.学校法人日本国際学園千葉学園との金銭消費貸借契約について 

令和 5年 9月 14日(木) 1.監事候補者について 

令和 6年 3月 7日(木) 1.第Ⅱ期中期計画の策定について 

2.令和 6年度事業計画について 

3.令和 6年度予算について 

 

 

 

 

 

 

 



学校法人日本国際学園役員及び評議員の報酬等規則 

 

 

（趣旨） 

第１条  この規則は、学校法人日本国際学園（以下「法人」という。）の役員及び評議員（た

だし、法人の職員の身分を有する者を除く。）に支給する報酬等について定める。 

（報酬の種類） 

第２条  役員の報酬は、報酬（月額または年額）、会議出席日当及び通勤手当とする。 

２  評議員の報酬は、会議出席手当とする。 

（報酬月額） 

第３条  役員の報酬月額は、次のとおりとする。 

（１） 理事長 １，０００千円 

（２） 常務理事   ７００千円 

（３） 常勤監事   ５００千円 

２  前項に定める役員を除く非常勤理事・非常勤監事の報酬年額は、１０万円とし、会議出席

日当を１日につき１０，０００円とする。 

３  評議員の会議出席手当は、１日につき１０，０００円とする。 

４ 教職員が理事を兼ねる場合の理事報酬月額は、次のとおりとする。 

（１）常務理事  ２００千円 

（２）理事    支給しない（通勤手当） 

（退職手当等） 

第3条の２ 役員（非常勤理事・非常勤監事を含む）及び評議員に対する期末手当及び退職手当は

支給しない。ただし、教職員が理事を兼ねる場合の期末手当は職員相当部分について支給する。 

 

第４条  通勤手当は、常勤の役員に対し、学校法人日本国際学園給与規則に定める職員の例に

準じて支給する。 

（報酬等の支給方法） 

第５条  役員の報酬月額の支給日は、毎月２１日とし、報酬年額の支給日は１２月２１日とす

る。ただし報酬の支給日が休日又は金融機関の休業日である場合は、その直前の休日又は金融

機関の休業日でない日とする。 

２  非常勤理事、非常勤監事及び評議員の会議出席日当は、会議出席日に現金で支給する。 

ただし、テレビ会議等で出席する場合には、銀行振り込みにより支給する。 

（賞与） 

第５条の２ 賞与は、法人の業績が良好である場合に限り、その都度理事会の承認を得て支給す

る。 

２ 支給日及び支給方法は、給与規則に定める職員の例に準じて支給する。 

（公表） 

第６条 この法人は、この規則をもって、私立学校法第６３条の２第４号に定める報酬等の支給

の基準として公表する。 

（規則の改廃） 

第７条  この規則の改廃は、評議員会の意見を聴いたうえで、理事会の決するところによる。 

（その他） 

第８条  この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 



 

附 則 

 この規程は、平成３０年９月１２日から適用する。 

 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日より適用する。 

附 則 

この規則は、令和３年５月２０日に改正し、令和３年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この規則は、令和4年5月19日に改正し、令和4年4月1日から適用する。 

 

附 則 

この規則は、令和5年4月1日から適用する。 

 

 

 









































シラバス名 担当者名

情報倫理① 宗像 諭

情報倫理② 丸山 雅貴

情報倫理（留学生）①② 谷本 茂明

情報倫理（留学生）③ 谷本 茂明

金融の基礎 袖山 則宏

経済の基礎 袖山 則宏

インターンシップ 大田 住吉

情報基礎Ａ④ 宗像 諭

情報基礎Ａ①（ILA） パンタ ボーラ

情報基礎Ａ②③ パンタ ボーラ

情報基礎Ａ⑤ 丸山 雅貴

情報基礎Ａ（留学生）① 山島 一浩

情報基礎Ａ（留学生）② 山島 一浩

情報基礎Ａ（留学生）③ 高藤 清美

情報基礎Ｂ④ 宗像 諭

情報基礎Ｂ①（ILA） パンタ ボーラ

情報基礎Ｂ②③ パンタ ボーラ

情報基礎Ｂ⑤ 丸山 雅貴

情報システム パンタ ボーラ

知的財産権 山岸 由敦

情報と社会① 宗像 諭

情報と社会② 丸山 雅貴

情報と社会（留学生）①② 谷本 茂明

情報と社会（留学生）③ 谷本 茂明

基礎ゼミ１（2021年度以前入学者再履修）芹川 純一

基礎ゼミ２（2021年度以前入学者再履修）芹川 純一

基礎ゼミ１（2022・2023年度入学生再履修）芹川 純一

アルゴリズム 谷本 茂明

情報活用と危機管理 谷本 茂明

ビジネス実務 伊藤 雅之

財政学 荒幡 克己

経済史 荒幡 克己

ネットワーク活用Ａ パンタ ボーラ

ネットワーク活用Ｂ パンタ ボーラ

マーケティングＡ 大田 住吉

マーケティングＢ 伊藤 雅之

ミクロ経済Ａ 荒幡 克己

経営戦略１ 伊藤 雅之

経営分析２ 藤田 泰一

経営シミュレーション 大田 住吉

経済安全保障 荒幡 克己

経営概論 大田 住吉

国際金融 袖山 則宏

リスクマネジメント 大田 住吉

地域経営論Ａ 伊藤 雅之

経営戦略 伊藤 雅之

経営行動科学 藤田 泰一

ビジネスプランニング 大田 住吉

人的資源管理論 藤田 泰一

リーダーシップ論 高橋 宏明

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表



経営学概論 大田 住吉

ファイナンス概論 袖山 則宏

経済学概論 荒幡 克己

ビジネスマネジメント特論Ⅱ 伊藤 雅之

ビジネスマネジメント特論Ⅲ 大田 住吉

ビジネスマネジメント特論Ｂ 伊藤 雅之

ビジネスマネジメント特論Ｃ 大田 住吉

国際コミュニケーションの基礎１ 西田 弘次

国際社会と文化Ａ 西田 弘次

人間とロボット１ 新谷 幸弘

人間とロボット２ 新谷 幸弘

国際協力・社会支援 高須 直子

ファシリテーションの基礎 神保 裕昭

ファシリテーションの実践 神保 裕昭

異文化理解Ａ 西田 弘次

国際関係論Ａ 高須 直子

国際関係論Ｂ 荒幡 克己

ユニバーサルデザイン 山岸 由敦

データベース パンタ ボーラ

ユニバーサルデザインＡ 山岸 由敦

アドバンストプログラミング パンタ ボーラ

ネットワーク活用１ パンタ ボーラ

ネットワーク活用２ パンタ ボーラ

実務プログラミング 谷本 茂明

ＡＩと社会 丸山 雅貴

ＡＩの活用 丸山 雅貴

情報デザイン特論Ⅱ 谷本 茂明

情報デザイン特論Ⅲ パンタ ボーラ

ネットワーク活用 パンタ ボーラ

ロボティクス 新谷 幸弘

情報・デザイン特論Ｂ 谷本 茂明

情報・デザイン特論Ｃ パンタ ボーラ

地域経営論 伊藤 雅之

行政実務特論Ｃ 佐々木 克朗

経済事情研究 荒幡 克己

卒業研究 荒幡 克己

ビジネスマネジメント演習Ａ１ 大田 住吉

ビジネスマネジメント演習Ａ２ 大田 住吉

ビジネスマネジメント演習Ｂ１ 荒幡 克己

ビジネスマネジメント演習Ｂ２ 荒幡 克己

専門演習ゼミ１ 伊藤 雅之

専門演習ゼミ１ 大田 住吉

専門演習ゼミ１ 荒幡 克己

専門演習ゼミ２ 伊藤 雅之

専門演習ゼミ２ 大田 住吉

専門演習ゼミ２ 荒幡 克己

キャリアデザインＢ① 林 雅彦

キャリアデザインＢ② 林 雅彦

業界研究１ 藤田 泰一

業界研究２ 藤田 泰一

業界研究 藤田 泰一



財務概要（令和５年度） 

 

（１）資金収支計算書 

      （単位：千円） 

収入の部 支出の部 

学生生徒等納付金収入 458,731 人件費支出 430,098 

手数料収入 5,369 教育研究経費支出 139,521 

寄付金収入 200,000 管理経費支出 95,147 

補助金 36,840 施設関係支出 17,243 

資産売却収入 0 設備関係支出 15,682 

附属収入・収益事業収入 830 資産運用支出 0 

受取利息 14 その他の支出 110,281 

雑収入 10,810     

前受金収入 195,653     

その他の収入 6,108     

資金収入調整勘定 △    202,319 資金支出調整勘定 22,651 

前年度繰越支払資金 1,231,996 翌年度繰越支払資金 1,148,189 

収入の部 合計 1,944,035 支出の部 合計 1,944,035 

 

（２）活動区分別資金収支計算書 

   （単位：千円） 

教育活動による資金収支 教育活動資金収支差額  45,000 

施設整備等活動による資金収支 施設整備等活動資金収支差額 △ 30,000 

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）   21,000 

その他の活動による資金収支 その他の活動資金収支差額 △ 105,000 

資金収支の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） △ 83,000 

前年度繰越支払資金  1,231,000 

翌年度繰越支払資金  1,148,000 

 

  



(３)事業活動収支計算書 

   （単位：千円） 

教育活動収支 

 事業活動収入の部 事業活動支出の部 

 学生生徒等納付金 458,731 人件費支出 427,626 

 手数料 5,369 教育研究経費支出 223,333 

 寄付金 200,000 管理経費支出 98,661 

 補助金 36,840 徴収不能額等 0 

 付随事業収入 830     

 雑収入 10,810     

 教育活動収入計 712,582 教育活動支出計 749,621 

 教育活動収支差額 △  37,039 

教育活動外収支 

 事業活動収入の部 事業活動支出の部  

 受取利息 14     

 その他の教育活動外収入 0     

 教育活動外収入計 14 教育活動外支出計 522 

 教育活動外収支差額 △  507 

 経常収支差額     △ 37,547 

特別収支 

 事業活動収入の部  事業活動支出の部 

        

 特別収入計 0 特別支出計 0 

 特別収支差額 0 

基本金組入前当年度収支差額 △ 32,795 

基本金組入額合計 △ 47,677 

当年度収支差額 △ 80,472 

前年度繰越収支差額 506,760 

基本金取崩額 0 

翌年度繰越収支差額 426,287 

 

  



（４）貸借対照表 

 （単位：千円） 

資産の部 負債の部 

固定資産 2,946,743 固定資産 96,683 

    流動負債 248,547 

      負債の部 合計 345,231 

流動資産 1,156,037 純資産の部 

    第 1 号基本金 3,331,262 

    繰越収支差額 426,287 

      純資産の部 合計 3,757,549 

資産の部 合計 4,102,780 負債及び純資産の部合計 4,102,780 

 

 

（５）財産目録 

 （単位：千円） 

資産額 負債額 

固定資産 2,946,743 固定資産 96,683 

    流動負債 248,547 

      負債総額 345,231 

流動資産 1,156,037 正味財産 

資産総額 4,102,780   正味財産 4,102,780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


